
 

 

 

 

 

第 ６ 章  生活に困っている人のために 

 

 

 



１．生活保護制度

　　生活保護制度は、憲法第25条の理念に基づき、国が生活に困っているすべての国民に対し、

　その程度に応じて必要な保護を行うとともに、一日もはやく自立できるように手助けをする制度

　　保護を受けるときは、その前提条件として資産、能力その他あらゆるものを生活の維持のため

　に活用し、さらに私的扶養、他の法律による給付を優先して活用し、それでもなおかつ生活に

　困窮する場合にはじめて保護が行われます。

２．生活困窮者制度

　　この制度は、失業手当や傷病手当などの第１のセーフティネット(社会保険制度)と、最後のセ

　ーフティネットと呼ばれる生活保護制度の間の「第２のセーフティネット」のとして創設された制

　度です。

　　ワンストップ窓口を開設し、相談者が抱える様々な困難に対して共に考え、伴走型の支援を

　行うことで自立した生活が送れるよう支えます。

３．法外援護

　　この制度は、一時的に生活に困っている市民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な援護を

　行い、もってその自立を助長することを目的として設けられたものです。

        １００，０００円以内

　です。

低
所
得
世
帯

内　　　　　　容

          １回　５００円

区　　　　　　　分

生  活  費  援  護

住  宅  費  援  護

教  育  費  援  護

医  療  費  援  護

旅 費 欠 乏 者 援 助 （ 行 旅 病 人 ）

          ３０，０００円以内

        １００，０００円以内

          １０，０００円以内
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(平成29年4月1日基準）

43,770

27,690

37,400

41,240

①

主・男35歳

無職

25,030

②

③

38,240

35,230

49,000

１人世帯の面積要件

29,000 35,000 41,00038,000

44,000

衣食費等（①と②は年齢
別に８階層に、③は６階
層に区分されている）

43,770

③ 43,770

学校給食費

38,240

② 35,230

①

各 種 加 算
( Ｂ )

子・4歳

③

(①×0.9)×1/3
+③×2/3

③ 41,190

③

②×2/3+③×1/3
137,080

72,630

45,110

(78,650)

71,190

(7,460)

79,480152,110

158,402

70,460

（３人）

137,165１類③合算額×逓減率＋２類③

１類①合算額×逓減率＋２類①

１類②合算額×逓減率＋２類②

介護施設入所者基本生活費

9,690円以内

学校長又は教育委員会の
指定した副読本など

基準額

46,000

１人

生　活
扶　助

26,000

20,000

２人

激　変　緩　和(Ａ)

6㎡以下

自11月～至4月　暖房費
（２類の上積方式・県毎
に相違Ⅲ区）

小 計

障害者等（ハンディ
キャップにより異なる）

１ 類

令和元年度の最低生活水準の

　　　　世　帯　類　型　

(149,110)

２ 類 ②

（1人）(12,030)

Ⅲ 医 療 扶 助

Ⅰ合計（　）は冬季加算を含む
(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)

29,000

基 準 額

世帯員数

15㎡以上

Ⅳ 介 護 扶 助

教　育
扶　助
(Ｃ)

小学校・中学校

54,230

①

自己の負担に帰すべき額

②

①

27,470

主・男33歳

稼動

11㎡～15㎡

５人

冬 季 加 算

3人

②

妻・女29歳

非稼動

50,600

稼働年齢単身世帯

②

③

1人

71,190

(78,650)

137,080

(149,110)

Ⅱ 住 宅 扶 助

7㎡～10㎡ 23,000

７人以上

46,000

52,000

４．最低生活保障水準

38,000特別基準額

　　　　項　　　目

38,240①

教 材 代

学習支援費 クラブ活動費

41,000

６人３人 ４人

学用品費、その他
の教育費

①

35,230

水道光熱費（世帯を構成
する人数別に区分）

標準３人世帯

139



・保護の要否判定

主・75歳

無職

①

②

③

45,640

34,280

②

③

②

③

①

37,400

30,710

31,010

37,780

妻・女67歳

家事

39,960

37,780

②

54,230

44,070

42,140

35,730

③

３人

③

46,000

主・女35歳

非稼動

長男・14歳

中学2年生

長女・8歳

小学2年生

実費(ただし、年額で中学生59,800円以内・
小学生16,000円以内を上限とする)

(74,890)

67,430

71,950

142,710

(154,740)

105,065

① 30,710

（１人）

①

40,660

１人

108,719

110,630

①

②

老人単身世帯

令和元年10月１日適用（単位：円）

主・男75歳

無職

41,240

(10,590)

① 50,600

②

③

(12,030)

②×2/3+③×1/3
(116,880)

②×2/3+③×1/3

① 38,240

(①×0.9)×2/3
+③×1/3 106,290

43,770

①

41,840

31,010

31,530

② 35,230

68,410

138,059

139,959

(7,460)

③

161,150

（２人）

65,470

27,690

（３人）

具体的事例（月額）２級地ー１

母子３人世帯

２人

32,350

③

② 35,910

①

(74,890)

182,810 106,290

老人２人世帯

③

45,110

(116,880)

22,400

②

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総収入額×（医療予定期間＋２ヶ月）→要

　例外２　　短期医療（医療予定４ヶ月未満の申請）

　原　則　　（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）＞前３ヶ月の平均総収入→要

　例外１　　常用勤労者（賞与・手当等）

　　　　　　（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）＞保護の申請月以降１年間の平均総収入（推定）→要

67,430

(154,740)

中学生5,100円・小学生2,600円

(教材代と学習支
援費を含まない)

母子加算2児

実費支給

中学生5,400円・小学生4,700円

　　　　　　（Ⅰ＋Ⅱ）×（医療予定期間＋２ヶ月）＋Ⅲ（医療予定期間分）＞
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５．保護の動向

1.6 22.7

2.0

753

713

703

90

1.9 11.9

H．28年度 62.8

64.7

H．29年度

0 10

R．元年度

(64.7％)

(67.9％)

4.21

(1.9％)

399 13

12
98.6

20 70

99.7

21.2

167,977

（単位：％）

63.2

高齢者世帯 母子世帯

12.5

67.9 18.2

13.51.8

62.2

99.2 623令和元年度

96.0

H．30年度

H．27年度

30 40

99.3 95.9

99.4

4.19
415

11

実数

682

94.7

99.8

22.1

625

99.6

652
(62.2％)

4.42
(2.0％)

4.58786

391

95.8

年度別

（年度平均：毎
月末の総数の平
均値）

100.1

被保護世帯数
(停止世帯を含む。)

管内人口

実数

対
前
年
度
比

679

平成30年度

世帯類型別構成比の推移

平成27年度

平成29年度 170,459

171,795

平成28年度 171,544

169,277

被保護人員

対
前
年
度
比

対
前
年
度
比

実数

98.898.3 792

(Ａ) (Ｂ) 保護率
世帯類型別

母

子

世

帯

Ｂ／Ａ×1,000

高
齢
者
世
帯

4.67
(63.2％)

(62.8％)

425

11431

(1.6％)

99.24
(1.6％)

(1.8％)

11

100

（毎年度平均）

傷病･障害世帯

12.9

その他

20.0

14.6

1.6

6050 80

141



93.2 78
73

(11.9％)
846956 101.8 555 100.9

137 94

466

59

(34)
94.855

　　　　　　　　　　　未満の女子と18歳未満のその子（養子を含む。）のみで構成されている世帯。

保護開始・廃止等の
状況（延べ数）（　）内は構成比

被保護世帯数
稼働類型別世帯数 医療扶助人員

前

年

度

比

※
開
始
件
数

稼

働

世

帯

非
稼
働
世
帯

※
廃
止
件
数

実

数

前
年
度
比

精
神
障
害
者

実
数
（
）

は

前
年
度
比

入院外前

年

度

比

入　院 ※
申
請
件
数

傷
病
・
障
害
者

世

帯

そ
の
他
世
帯

100

95.9

550

151 85
5896.2

86.1
(14.6％) (42)

(22.1％)
109.1

(52)

154

(12.5％)
72 606

(22.7％)

97.0
(62)

(12.9％)

87

77

93
72 100 93605

72

94

59524 98.1

9781

534 102 76

　　　　　　　　　　　わった世帯。

87
(13.5％)(20.0％)

91.6

7399.8

81 69
82

92.845488.7 80.8

(21.2％)
78.5 489

73
62 580

121

55

・傷病・障害者世帯・・世帯主が入院しているか、在宅患者加算または障害者加算を認定されている世帯、

・その他世帯・・・・・上記のいずれにも該当しない世帯。

　　　　　　　　　　　もしくは世帯主が傷病・精神障害・知的障害等の心身上の理由で働けない世帯。

・母子世帯・・・・・・現に配偶者がいない（死別・離別・生死不明及び未婚等による。）18歳から65歳

102.6
(27)

・高齢者世帯・・・・・65歳以上の者のみで構成されている世帯。また、これらの者に18歳未満の者が加

(18.2％)

111
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792

682 679

786

753

652

300

500

625

713

623

703

100

Ｈ29年度 Ｒ元年度

生活保護世帯数・人員の推移

保護世帯

800

保護者

（毎年度平均）

Ｈ28年度Ｈ27年度

600

700

200

Ｈ30年度

0

400
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